
内
閣
衆
質
一
六
〇
第
五
二
号

平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
「
米
軍
家
族
住
宅
」
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日
受
領

答

弁

第

五

二

号



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
「
米
軍
家
族
住
宅
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
横
浜
・
横
須
賀
地
区
」
に
つ
い
て
は
、
根
岸
住
宅
地
区
、
池
子
住
宅
地
区
及
び
海
軍
補
助
施
設
並
び
に
横
須

賀
海
軍
施
設
を
指
す
も
の
と
考
え
る
が
、
平
成
十
三
年
七
月
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
「
合
衆
国
」
と
い
う
。
）
側
か
ら

受
領
し
た
文
書
等
に
よ
れ
ば
、
「
横
浜
・
横
須
賀
地
区
」
に
所
在
す
る
施
設
及
び
区
域
内
の
合
衆
国
軍
隊
の
家
族
住
宅
（
以

下
「
家
族
住
宅
」
と
い
う
。
）
の
戸
数
は
約
三
千
戸
（
我
が
国
の
予
算
に
よ
り
建
設
中
の
も
の
を
含
む
。
）
、
ま
た
、
神
奈

川
県
内
に
所
在
す
る
施
設
及
び
区
域
内
の
家
族
住
宅
の
戸
数
は
五
千
数
百
戸
（
我
が
国
の
予
算
に
よ
り
建
設
中
の
も
の
を
含

む
。
）
で
あ
る
。
他
方
、
お
尋
ね
に
係
る
そ
の
他
の
住
宅
数
等
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
な
い
。

家
族
住
宅
の
戸
数
等
が
「
十
分
な
数
と
考
え
て
い
る
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
合
衆
国
側
か
ら
の
説
明
等
に
よ
れ

ば
、
「
横
浜
・
横
須
賀
地
区
」
に
お
い
て
、
現
在
は
合
衆
国
軍
隊
の
施
設
及
び
区
域
外
に
居
住
し
て
い
る
が
施
設
及
び
区
域

内
の
家
族
住
宅
に
居
住
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
世
帯
（
以
下
「
待
機
世
帯
」
と
い
う
。
）
は
千
数
百
世
帯
、
住
宅
不
足

の
た
め
家
族
を
帯
同
で
き
な
い
単
身
赴
任
者
等
（
以
下
「
単
身
赴
任
者
等
」
と
い
う
。
）
の
世
帯
は
約
七
百
世
帯
、
ま
た
、

神
奈
川
県
内
に
お
け
る
待
機
世
帯
は
千
数
百
世
帯
、
単
身
赴
任
者
等
の
世
帯
は
約
九
百
世
帯
で
あ
る
と
把
握
し
て
い
る
が
、

一



合
衆
国
側
と
調
整
の
上
、
我
が
国
の
財
政
負
担
と
の
関
係
等
を
も
勘
案
し
、
政
府
と
し
て
、
家
族
住
宅
の
建
設
の
必
要
性
に

つ
い
て
、
「
横
浜
・
横
須
賀
地
区
」
に
お
い
て
は
約
千
戸
、
神
奈
川
県
内
に
お
い
て
は
千
数
百
戸
と
認
識
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

神
奈
川
県
内
に
お
け
る
合
衆
国
海
軍
の
住
宅
事
情
に
つ
い
て
は
、
待
機
世
帯
の
た
め
の
も
の
及
び
単
身
赴
任
者
等
の
た
め

の
も
の
を
合
わ
せ
て
千
数
百
戸
が
不
足
し
て
い
る
深
刻
な
状
況
に
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
平
成
十
五
年
七
月
十
八
日
の
神

奈
川
県
に
お
け
る
在
日
米
軍
施
設
・
区
域
の
整
理
等
に
関
す
る
日
米
合
同
委
員
会
施
設
分
科
委
員
会
施
設
調
整
部
会
第
二
回

会
合
に
お
い
て
、
こ
の
う
ち
、
合
衆
国
側
が
特
に
必
要
性
が
高
い
と
し
て
い
る
待
機
世
帯
の
た
め
の
住
宅
の
所
要
を
満
た
す

必
要
最
小
限
の
も
の
と
し
て
、
当
面
、
四
百
戸
程
度
の
家
族
住
宅
及
び
そ
の
支
援
施
設
を
建
設
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と

い
う
点
で
合
衆
国
と
の
間
で
認
識
が
一
致
し
た
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

合
衆
国
政
府
は
、
施
設
及
び
区
域
内
の
家
族
住
宅
の
不
足
の
た
め
施
設
及
び
区
域
外
の
民
間
賃
貸
住
宅
で
生
活
す
る
合
衆

国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
に
つ
い
て
、
自
国
を
遠
く
離
れ
、
言
語
、
生
活
様
式
等
に
違
い
が
あ
る

と
の
環
境
に
配
慮
す
る
観
点
か
ら
、
施
設
及
び
区
域
内
の
家
族
住
宅
に
居
住
さ
せ
る
こ
と
を
強
く
望
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ

二



る
。こ

の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
待
機
世
帯
数
を
踏
ま
え
、
政
府
と
し
て
家
族
住
宅
を

建
設
す
る
必
要
性
の
検
討
等
を
行
う
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三


